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○伊達市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例施行規則 

平成18年１月１日規則第77号 

改正 

平成18年７月14日規則第183号 

平成20年３月31日規則第23号 

平成23年９月14日規則第19号 

平成24年７月20日規則第18号 

平成26年４月１日規則第10号 

平成28年７月６日規則第34号 

平成30年４月１日規則第12号 

伊達市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊達市ひとり親等家庭医療費の助成に関する条例（平成18年伊達市条例第97

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（助成の際の控除額） 

第２条 条例第４条第１項に規定する規則で定める額は、条例第３条第１項及び第２項に規定する

者に係る医療費の一部負担金の額を登録世帯（ひとり親家庭の親及び児童をもって１登録世帯、

父母のない児童をもって１登録世帯とする。）ひと月ごとに合算して1,000円とする。 

（受給資格の申請） 

第３条 条例第５条に規定する申請は、ひとり親家庭医療費受給資格登録（登録更新）申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) 住民票及び戸籍謄本 

(２) 被保険者証又は組合員証 

(３) 父、母又は養育者並びに父、母又は養育者と生計を同じくする扶養義務者の所得課税証明

書 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第５条に規定する登録は、登録した日以後において最初に到来する７月31日まで有効とし、

有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようとする者は、市長が定める期間内にひとり親

家庭医療費受給資格登録（登録更新）申請書（様式第１号）に必要書類を添付し、市長に提出し

なければならない。 
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（受給資格者証の交付等） 

第４条 市長は、前条の申請があったときは、条例に定める要件に適合するかどうかを審査し、適

合するときは当該申請者にひとり親家庭医療費受給資格者証（様式第２号。以下「受給資格者証」

という。）を交付する。 

２ 受給資格の登録日は、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日とする。ただし、申請書を

受理した日が月の初日であるときは、その日とする。 

３ 受給資格者証の有効期間は、登録した日以降において最初に到来する７月31日までとする。 

（受給資格の更新） 

第５条 受給資格者証の交付を受けた者は、有効期間の満了後引き続き医療費の助成を受けようと

する者は、市長が定める期間内にひとり親家庭医療費受給資格登録（登録更新）申請書（様式第

１号）に、受給資格者証及び第３条各号に掲げる書類を添えて行うものとする。 

（助成の申請） 

第６条 受給資格者が条例第６条の規定により助成を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費

助成申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 医療機関等で発行した領収書等の保険診療を証する書類 

(２) 高額療養費の支給を受けることができるときは、その支給額を証する書類 

(３) その他の給付を受けることができるときは、その給付額を証する書類 

（助成の決定） 

第７条 市長は、条例第６条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成額を決定

し、ひとり親家庭医療費助成決定通知書（様式第４号）により申請者に通知し、助成金を交付す

るものとする。 

（変更届出の義務） 

第８条 第４条の規定により受給資格者証の交付を受けた者（以下「受給資格者」という。）は、

次に掲げる事項について変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給資格変更届（様式第５号）

に受給資格者証を添付して速やかに市長に届け出なければならない。 

(１) 氏名及び住所 

(２) 加入保険に係る被保険者証の記載事項 

(３) ひとり親家庭の児童の受給資格 

(４) 前３号に掲げるもののほか、当初の受給資格登録申請書に記載した事項 

（受給資格者証の再交付） 
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第９条 受給資格者証を破損し、又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとす

る者は、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書（様式第６号）を市長に提出し、再交付

を受けるものとする。 

（受給資格者証の返還） 

第10条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭にあっては当該ひとり親家

庭の親が、父母のいない児童にあっては当該父母のない児童（当該父母のない児童を監護する養

育者等がいる場合には当該養育者等）が、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならな

い。 

（補則） 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊達町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施

行規則（平成12年伊達町規則第17号）、梁川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則

（平成12年梁川町規則第22号）、保原町ひとり親家庭医療費の助成に関する規則（平成12年保原

町規則第13号）、霊山町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則（平成12年霊山町規則

第３号）又は月舘町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則（平成12年月舘町規則第14

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成18年７月14日規則第183号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第23号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年９月14日規則第19号） 

この規則は、平成23年10月１日から施行する。 

附 則（平成24年７月20日規則第18号） 

この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月１日規則第10号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年７月６日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 


